
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  納税管理人                        

Ｑ：仕事で海外に１年以上赴任することに

なりました。これまで行っていた不動産所得

に係る確定申告は、どうしたらいいですか？                         

                                              

Ａ：納税管理人を通じて行います。 

【解説】 

１年以上の予定で海外に赴任する場合、所

得税法では非居住者となりますので、国内で

不動産所得等がある場合は、納税管理人を選

定して、納税管理人を通じて確定申告等を行

うことになります。 

納税管理人になる人の資格や要件は特に定

められていませんので、誰でもなれるのです

が、納税者の納税地を所轄する税務署の管轄

内に住所を有しており、その委任事務の処理

について便宜を有する者のうちから選任され

なければならないとされています。 

また、納税者が納税管理人を選定したとき

は、次の事項を記載した届出書を所轄税務署

に届け出なければなりません。 

 ①納税者の納税地 

 ②海外における住所又は居所となるべき場所 

 ③納税管理人の氏名及び住所又は居所 

 ④納税管理人を定めた理由 

なお、消費税についても課税事業者である

場合は、納税管理人を選任して、納税管理人

を通じて消費税に関する事務処理を行うこと

になります。 
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